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○二本松市違反開発行為等事務処理要綱 

平成 27 年 3 月 25 日告示第 53 号 

目次 

 第１章 総則（第１条・第２条） 

 第２章 巡回等（第３条） 

 第３章 違反行為等に対する措置等（第４条－第８条） 

 第４章 監督処分（第９条－第１１条） 

 第５章 監督処分後の処置（第１２条－第１６条） 

 第６章 雑則（第１７条－第１９条） 

 附則 

   第１章 総則 

（目的） 

第１条 この要綱は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第

３章第１節に係る開発行為等の規制に違反する開発行為及び建築物の建築等（以下「違

反行為等」という。）の是正等に関する事務手続を定め、事務の迅速かつ適切な処理を

行うことにより違反行為等の防止を図ることを目的とする。 

（職員の責務） 

第２条 違反行為等の是正等に関する事務手続を行う職員（以下「職員」という。）は、

厳正な態度で臨み、公正な処理を行うよう努めなければならない。 

２ 職員は、この要綱に定める事務を適切に行うため、市民部生活環境課、産業部農政課、

農業委員会事務局、建設部土木課、建設部都市計画課、建設部建築住宅課等の市の機関

及び福島県県北建設事務所等の他の機関との連携を図らなければならない。 

   第２章 巡回等 

（パトロールの実施） 

第３条 市長は、違反行為等の発見に努めるため、職員を定期的又は必要に応じて市内を

巡回させるものとする。 

２ 職員は、住人から通報等を受けたときは、通報等受信簿（第１号様式）を作成し、前

項の巡回を行うものとする。 

３ 市長は、許可したもの又は違反行為等のものの施工状況又は是正状況を、職員に定期

的又は必要に応じて確認させるものとする。 

４ 職員は、違反の疑いのある行為等を発見したときは、当該行為に関する外観、周囲の

状況等必要な事項を目視又は写真撮影により確認するものとする。 

５ 巡回した職員は、巡回パトロール報告書（第２号様式）を作成するものとする。 

   第３章 違反行為等に対する措置等 

（現地調査） 
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第４条 市長は、違反の疑いのある行為等に関し、職員に現地で必要な調査（以下「現地

調査」という。）を行わせるものとする。この場合、法以外の法令等に違反すると思わ

れるときは、当該法令を所管する課の職員を同行させるものとする。 

２ 前項の現地調査を行う場合は、開発事業者、工事施工者、土地、建築物、工作物等の

所有者、使用者その他権利を有する者（以下「関係者」という。）に対し、任意の調査

である旨を説明し、調査の承諾、立会の協力等を求めるものとする。 

３ 現地調査が必要であるにもかかわらず前項の承諾等を得ることができない場合は、法

第８２条第１号の規定に基づく立入検査を行うものとする。 

４ 前項の立入検査を行う職員は、二本松市都市計画法施行細則（平成２７年二本松市規

則第 号）第２７条に規定する身分証明書を携帯し、関係者からの要求に応じて、これ

を提示しなければならない。 

５ 現地調査は、現地調査票（第３号様式）に記載された事項に基づいて行うものとする。 

６ 現地調査を行った職員は、違反行為等調査報告書（第４号様式）を作成するものとす

る。 

７ 第１項による現地調査又は第３項による立入検査で、違反行為等が確認された場合は、 

違反台帳（第５号様式）に記載しなければならない。 

（事情聴取） 

第５条 市長は、前条による現地調査又は立入検査で確認された違反行為等について是正

指導のため、関係者から事情聴取を職員に行わせるものとする。 

２ 前項の事情聴取を行う場合は、事情聴取実施通知書（第６号様式）により関係者を呼

び出すものとする。また、これに応じない場合は、再度、事情聴取実施通知書（第６号

の２様式）により関係者を呼び出すものとする。また、再度の呼び出しに応じない場合

は、再々度、事情聴取実施通知書（第６号の３様式）により関係者を呼び出すものとす

る。 

３ 前項による呼び出しに際して、違反行為等に関係する土地の登記簿謄本、土地の売買

契約書、賃貸借契約書及び重要事項説明書等の土地関係書類並びに工事概要図面等を持

参させるものとする。 

４ 事情聴取は、事情聴取票（第７号様式）に記載されている事項に基づき行うものとす

る。 

５ 関係者が再三の呼び出しにもかかわらず応じないときは、都市計画法に係る質問通知

書（第８号様式）及び質問書（第９号様式）により照会する。 

（違反対応処理方針） 

第６条 市長は、第４条の現地調査及び前条の事情聴取等の結果を踏まえ、違反行為等の

事実の様態に応じ、次に掲げる基本方策に基づき具体的な対応処理方針を検討するもの

とする。 
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 ⑴ 許可申請又は届出の指導 

   未許可又は未届出の違反ではあるが、開発行為等の内容が法令等に定める基準に適

合するもので、許可申請又は届出を行うことにより是正できると判断するもの。 

 ⑵ 改修、移転、除却その他必要な措置の命令 

   そのままでは違法状態が解消できないと判断するもの。 

２ 違反行為が、法のほか次に掲げる他の法令等に違反すると思われるときは、当該法令

等を所管する部課等と協議するものとする。 

 ⑴ 市長が直接指導し、又は当該各号に掲げる機関等と協議及び指導するもの 

  ア 福島県屋外広告物条例（昭和６１年福島県条例第２３号） 建設部都市計画課 

  イ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号） 福島県県北建設事務所建築住宅部建

築住宅課 

  ウ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）  

福島県県北建設事務所建築住宅部建築住宅課 

  エ 国土利用計画法（昭和４９年法律第９２号） 福島県企画調整部土地・水調整課 

 ⑵ 当該法令等を所管する部課等と協議を要するもの 

  ア 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号） 産業部農政課 

  イ 農地法（昭和２７年法律第２２９号） 農業委員会事務局 

  ウ 森林法（昭和２６年法律第２４９号） 産業部農林課 

  エ 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号） 建設部建築住宅課 

  オ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号） 建

設部建築住宅課 

  カ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年

法律第５７号） 建設部建築住宅課 

  キ 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）及び福島県文化財保護条例（昭和４

５年福島県条例第４３号） 教育委員会文化課 

 ⑶ 違反事実の確認等の連絡を行うもの 

  ア 自然公園法（昭和３２年法律第６１号）及び福島県立自然公園条例（昭和３３年

福島県条例第２３号） 福島県県北地方振興局県民環境部県民生活課 

  イ 二本松市給水施設等条例（平成２４年二本松市条例第３３号） 上下水道部水道

課 

  ウ 水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号） 市民部生活環境課 

  エ 福島県自然環境保全条例（昭和４７年福島県条例第５５号） 福島県県北地方振

興局県民環境部県民生活課 

  オ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号） 市民部生活

環境課 
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  カ 駐車場法（昭和３２年法律第１０６号） 建設部都市計画課 

（是正指導及び是正計画） 

第７条 市長は、前条の対応処理方針に基づき、是正指導通知書（第１０号様式）により

違反行為者に対して違反状態を是正するように指導を行うものとする。 

２ 市長は、違反行為者から前項の指導により自主的な是正の意志が示された場合には、

是正措置の履行確保のための是正計画書（第１１号様式）の提出を求めるものとする。 

３ 前項の是正計画書は、必ず履行期限を年月日の表示で明らかにさせるものとする。 

４ 市長は、是正計画書の提出があった場合、是正措置の完了を確認するまでの間は、違

反行為者から必要に応じて中間報告を求めるとともに、職員に現地調査を行わせ是正措

置の進捗状況を確認するものとする。 

（是正勧告等） 

第８条 市長は、違反行為者が自主的な是正の意志を示さない場合、前条の是正計画書を

提出しない場合又は是正計画書に基づく自主的な処理を行わない場合であって、是正措

置を行う必要があると判断したときは、是正措置勧告書（第１２号様式）により、是正

措置のための勧告を行うものとする。 

２ 前項による是正措置勧告書の交付方法は、原則として配達証明付き郵便によることと

する。 

３ 市長は、違反行為者が法に基づく許可を受けた者であり、是正措置を行う必要がある

と判断したときは法第８０条第１号の規定に基づく報告及び資料の提出並びに勧告及び

助言を行うものとする。 

   第４章 監督処分 

（監督処分の検討） 

第９条 市長は、違反行為者が是正勧告に従わない場合には、法第８１条第１項の規定に

基づく許可の取消し等の処分又は命令（以下「監督処分」という。）の実施について検

討するものとする。 

（聴聞等） 

第１０条 市長は、前条の検討結果により監督処分を行おうとするときは、行政手続法（平

成５年法律第８８号）及び二本松市行政手続条例（平成１７年二本松市条例第１６号）

の規定により、聴聞又は弁明の機会の付与をしなければならない。 

（監督処分） 

第１１条 市長は、前条の聴聞等を実施した後に、違反の内容、違反の程度等に応じて、

監督処分を行わなければならない。 

２ 監督処分は、第１３号様式により行うものとする。 

   第５章 監督処分後の処置 

（監督処分に係る公示） 
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第１２条 市長は、監督処分にあたり、当該監督処分に係る土地又は工作物等若しくは工

作物等の敷地内に第１４号様式の標識を設置するとともに、その旨を公示しなければな

らない。 

（水道事業者等に対する協力の依頼） 

第１３条 市長は、第１１条の監督処分を受けた土地又は建物若しくは工作物に係る水道、 

電気又はガス（以下「水道等」という。）の供給の申込みの承諾に関して当該水道事業

者、電気事業者又はガス事業者（以下「水道事業者等」という。）に対して承諾の保留

の要請を行うことができる。 

２ 前項の要請は、水道等供給申込承諾保留依頼書（第１５号様式）により行うものとす

る。 

（処分の解除） 

第１４条 市長は、監督処分をした場合において、当該処分を解除する必要があるときは、 

速やかに、被処分者に対して第１６号様式及び前条の水道等の供給の申込みの承諾の保

留の要請を行っている場合は、水道事業者等に対して水道等供給申込承諾保留依頼解除

通知書（第１７号様式）を送付するものとする。 

２ 市長は、前項の場合において、第１２条の規定により設置した標識を除去するものと

する。 

（告発） 

第１５条 市長は、監督処分に従わない者で著しく悪質なものについては、刑事訴訟法（昭

和２３年法律第１３１号）第２３９条第２項の規定に基づき、二本松警察署長に対して

告発状（第１８号様式）により告発できるものとする。 

２ 市長は、告発しようとする場合は、事前に福島県土木部都市計画課と協議するものと

する。 

（行政代執行） 

第１６条 市長は、監督処分として行った命令に従わない案件については、行政代執行法

（昭和２３年法律第４３号）の規定により、行政代執行を行うことができる。 

２ 行政代執行法第３条第１項の文書は、戒告書（第１９号様式）とする。 

３ 行政代執行法第３条第２項の代執行令書は、代執行令書（第２０号様式）とする。 

４ 行政代執行法第５条の文書は、代執行費用納付命令書（第２１号様式）とする。 

５ 市長は、第１項の代執行を行おうとするときは、事前に、福島県土木部都市計画課と

協議する。また、二本松警察署長に対して要請書（第２２号様式）により、警察官の派

遣を要請するものとする。 

   第６章 雑則 

（緊急措置） 

第１７条 市長は、違反行為等に関する処理について、特殊又は緊急を要する案件につい
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ては、第３章から第５章までに定める手続の一部を省略することができる。 

（違反行為者等不明の場合） 

第１８条 市長は、違反行為等に関して違反状態を是正するための措置を命ずべき者を確 

知することができない場合は、法第８１条第２項の規定に基づく手続を行うものとする。 

（是正措置の完結） 

第１９条 市長は、違反行為等の是正措置について、原状回復その他の是正措置の終了を

もって是正措置の完結とする。 

２ 市長は、是正措置の完結までの経過を違反台帳に記載しなければならない。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 
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第１号様式（第 3 条関係） 

通報等受信簿 

受信年月日  

受信者  

通報者の住所・氏名  

 

連絡先電話番号 

通報の場所  

行為者の住所・氏名  

 

施行者の住所・氏名  

 

事案の内容  

 

 

 

対応方針  

 

 

対応の結果  
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第２号様式（第３条関係） 

巡回パトロール報告書 

巡回日  

巡回者  

巡回実施区域  

許可事案の確認 要確認件数 

件

適正に進行中

件

（不適正と判断される事案の概要）

内確認件数 

件

不適正 

件

（不適正と判断される事案に対する対応方針） 

 

指導事案の確認 要確認件数 

件

適正に進行中

件

（不適正と判断される事案の概要）

内確認件数 

件

不適正 

件

（不適正と判断される事案に対する対応方針） 

 

新規事案の発見 区域の別 

 

建築物等の態様 

   造   階建   棟 

違反の概要（第   条第   項違反） 

 

（違反事案に対する対応方針） 
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第３号様式（第４条関係） 

現地調査票 

（調査員         ）  

実施日時  

違反の場所  

違反行為者の住

所・氏名 

 

調査項目 調査結果 資料等 

所在地  都市計画図、登記事項証明

書、公図等 

開発区域の規模 

㎡

設計図、計画図、現地測量

図、図上で測量 

建築物の規模 建築面積          ㎡

床面積           ㎡

設計図、平面図等、実測 

建築物の構造     造  階建  

目的（用途）  現地の事業主、工事施工

者、看板、チラシ等 

着工時期  契約書、聞き取り 

工事進捗度 ％ 目視 

周辺の状況  住宅・工場等の立地状況 

技

術

基

準

上

の

問

題 

公共施設の

設置状況 

 道路（接道、区域内）、排

水、給水、消防 

安全・防災

措置 

 地盤、崖崩れ、擁壁、危険

地域の有無 

環境保全  

 

表土保全、緩衝帯等 

写真撮影 日付入りとすること。建築物の用途、構造等が判明できるよう

に工夫すること。 
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第４号様式（第４条関係）      （１面） 

違反行為等調査報告書 

年  月  日 

調査員         印   

発見日時     年  月  日（  ） 午前・午後  時  分 

発見方法 パトロール・通報・投書・陳情・その他（    ） 

違反場所  

開発行為の目的

及び規模 

 

（      ㎡）

都市計画区域 内・外 用途地域  

他法令指定区域  

違反条項  

違反概要 造成  

 

 

建築物 造地上 

地上階建 

建築面積㎡ 

延べ面積㎡ 

敷地面積㎡ 

許可の 

□有・□無 

都市計画法第  条    年  月  日   第   号 

許可を受けた者 

予定建築物 

所有者の住所・

氏名 

土地 

建物 

違反行為者の住

所・氏名 

 

工事施工者の住

所・氏名 
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（２面） 

処理方針  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画課の指導状況 

項目 年月日 内容 

   

   

   

   

   

   

   

他機関の指導状況 

項目 年月日 内容 
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（３面） 

位置図（50,000 分の 1）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区域図（2,500 分の 1）  
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（４面） 

撮影年月日  撮影者  
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第５号様式（第４条関係） 

違反台帳 

番
号 

内容 処理年月日 

 違反行為者

の住所氏名
 

違反確認   

現地調査   

違反の場所  聴聞   

違反内容  
是正計画   

監督処分   

処理内容  是正完了  

 違反行為者

の住所氏名
 

違反確認   

現地調査   

違反の場所  聴聞   

違反内容  
是正計画   

監督処分   

処理内容  是正完了  

 違反行為者

の住所氏名
 

違反確認   

現地調査   

違反の場所  聴聞   

違反内容  
是正計画   

監督処分   

処理内容  是正完了  

 違反行為者

の住所氏名
 

違反確認   

現地調査   

違反の場所  聴聞   

違反内容  
是正計画   

監督処分   

処理内容  是正完了  
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第６号様式（第５条関係） 

第     号 

年  月  日 

     様 

 

二本松市長          印   

 

事情聴取実施通知書 

 

 あなたが所有している二本松市         の土地に所在する建築物について、

都市計画法の関係でお尋ねしたい事項がございますので、次のとおりご来庁ください。 

 その際、建築主が別の場合は、その方も伴い来庁してください。 

 なお、指定の日時に来庁できない場合は、来庁できる日時を調整いたしますのでご連絡

ください。 

 

１ 日  時      年  月  日（  ）  時  分 

２ 場  所  二本松市役所都市計画課 

        福島県二本松市金色４０３番地１ 

３ 聴取事項  ⑴ 造成（建築）行為の目的 

        ⑵ 土地の所在、面積、地目 

        ⑶ 建築面積、延べ面積、構造 

        ⑷ 工事内容 

        ⑸ 建築主、工事施工者の住所 

        ⑹ その他必要事項 

４ 持参品    本状、土地関係書類（土地の登記簿謄本、土地の売買契約書、重要事

項説明書など）、工事概要図面等 
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第６号の２様式（第５条関係） 

第     号 

年  月  日 

     様 

 

二本松市長          印   

 

事情聴取実施通知書（再） 

 

 あなたが所有している二本松市         の土地に所在する建築物について、 

    年  月  日付けで事情聴取実施通知書を送付しましたが来庁されていません。 

 都市計画法の関係でお尋ねしたい事項がございますので、次のとおりご来庁ください。 

 その際、建築主が別の場合は、その方も伴い来庁してください。 

 なお、指定の日時に来庁できない場合は、来庁できる日時を調整いたしますのでご連絡

ください。 

 

１ 日  時      年  月  日（  ）  時  分 

２ 場  所  二本松市役所都市計画課 

        福島県二本松市金色４０３番地１ 

３ 聴取事項  ⑴ 造成（建築）行為の目的 

        ⑵ 土地の所在、面積、地目 

        ⑶ 建築面積、延べ面積、構造 

        ⑷ 工事内容 

        ⑸ 建築主、工事施工者の住所 

        ⑹ その他必要事項 

４ 持参品    本状、土地関係書類（土地の登記簿謄本、土地の売買契約書、重要事

項説明書など）、工事概要図面等 
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第６号の３様式（第５条関係） 

第     号 

年  月  日 

     様 

 

二本松市長          印   

 

事情聴取実施通知書（再々） 

 

 あなたが所有している二本松市         の土地に所在する建築物について、 

    年  月  日及び    年  月  日付けで事情聴取実施通知書を送付し

ましたが来庁されていませんので、必ず来庁願います。 

 なお、ご連絡なくご来庁されない場合は、都市計画法に基づく「是正勧告」などの厳し

い処置を執ることがありますので、念のため申し添えます。 

 

１ 日  時      年  月  日（  ）  時  分 

２ 場  所  二本松市役所都市計画課 

        福島県二本松市金色４０３番地１ 

３ 聴取事項  ⑴ 造成（建築）行為の目的 

        ⑵ 土地の所在、面積、地目 

        ⑶ 建築面積、延べ面積、構造 

        ⑷ 工事内容 

        ⑸ 建築主、工事施工者の住所 

        ⑹ その他必要事項 

４ 持参品    本状、土地関係書類（土地の登記簿謄本、土地の売買契約書、重要事

項説明書など）、工事概要図面等 
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第７号様式（第５条関係）      （１面） 

事情聴取票 

日時  調査員 

出頭者の住所氏

名 

 

 

 

聴取項目 出頭者の発言内容 根拠資料 

１ 所在地  公図、登記事項証明書

２ 土地所有者

の住所氏名 

 登記事項証明書、売買

契約書、領収書等 

３ 建物所有者

の住所氏名 

  

４ 登記名義人

（所有者と異

なる理由） 

 登記事項証明書、売買

契約書等 

５ 開発行為者

の住所氏名 

 工事請負契約書、登記

原因証書、登記申請書

添付書類等 

６ 建築行為者

の住所氏名 

  

７ 造成工事施

工者の住所氏

名 

  

８ 建築工事施

工者の住所氏

名 

  

９ 開発目的  

 

 

 

設計図、計画図、現地

測量図 

１０ 建築物の

用途 
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（２面） 

聴取項目 出頭者の発言内容 根拠資料 

１１ 建築物の

使用者の住所

氏名 

 契約書等 

１２ 所有者と

使用者が異な

る理由 

  

１３ 設計者の

住所氏名 

 契約書等 

１４ 手続き関

係 

都市計画法 

建築基準法 

農地法 

その他 

許可申請書、許可書等

１５ 手続き代

理人の住所氏

名 

  

１６ 土地建物

売買・賃貸借

仲介者の住所

氏名 

  

１７ 元土地所

有者住所氏名

  

１８ 工事期間  契約書等 

１９ 経緯  
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（３面） 

聴取項目 出頭者の発言内容 

２０ 違反行為

を行った理由

 

 

 

 

 

 

２１ 法による

制限の知識 

 

 

 

 

 

２２ 是正意志  

 

 

 

 

２３ 是正計画  

 

 

 

 

２４ その他  

 

 

 

 

 

  以上の内容に相違ありません。 

 

      年  月  日 

住所               

氏名           印   
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第８号様式（第５条関係） 

第     号 

年  月  日 

     様 

 

二本松市長          印   

 

都市計画法に係る質問通知書 

 

 あなたが所有している二本松市         の土地に所在する建築物について、 

    年  月  日、    年  月  日及び    年  月  日付けで事 

情聴取実施通知書を送付しましたが来庁されませんでしたので、別紙質問書に記載のうえ、 

次のとおり質問書を持参してください。 

 なお、やむを得ず来庁できない場合は、質問書に記名押印又は署名のうえ返送してくだ

さい。 

 

１ 持参（返送）期日       年  月  日（  ）  時  分 

２ 持参（返送）場所   二本松市役所都市計画課 

             福島県二本松市金色４０３番地１ 

３ 持 参 品      本状、質問書、土地関係書類（土地の登記簿謄本、土地の売

買契約書、重要事項説明書など）、工事概要図面等 
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第９号様式（第６条関係）      （１面） 

質問書 

質問事項 回答欄 

１ 所在地  

 

２ 土地の所有者は誰ですか 住所 

氏名 

３ 建物の所有者は誰ですか 住所 

氏名 

４ 登記名義人は誰ですか

（所有者と異なる場合、そ

の理由を教えて下さい） 

住所 

氏名 

理由 

５ 土地の造成主（工事発注

者）は誰ですか 

住所 

氏名 

６ 建築主（工事発注者）は

誰ですか 

住所 

氏名 

７ 造成工事施工者（工事請

負者）は誰ですか 

住所 

氏名 

８ 建築工事施工者（工事請

負者）は誰ですか 

住所 

氏名 

９ 造成工事（開発）の目的

を教えて下さい 

 

１０ 建築物の用途、使用方

法を教えて下さい。 

 

１１ 建築物の使用者は誰で

すか 

住所 

氏名 

１２ 土地又は建物の所有者

と使用者が異なる場合、そ

の理由を教えて下さい 

 

１３ 建築物の設計者は誰で

すか 

住所 

氏名 
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（２面） 

質問事項 回答欄 

１４ 手続き関係について教

えて下さい。 

都市計画法の許可は（得ている・得ていない） 

※許可を得ている場合 

（許可日   年  月  日許可番号  号）

建築確認申請は（している・していない） 

※申請をしている場合 

（申請日      年  月  日） 

（建築確認日    年  月  日） 

農地法の許可は（得ている・得ていない） 

※許可を得ている場合 

（許可日   年  月  日許可番号  号）

その他の手続き名 

（許可日   年  月  日許可番号等 号）

１５ 手続き代理人は誰です

か 

住所 

氏名 

１６ 土地建物売買・賃貸借

仲介者は誰ですか 

住所 

氏名 

１７ 元の土地所有者は誰で

すか 

住所 

氏名 

１８ 工事期間を教えて下さ

い 

 

 

１９ 経緯を教えて下さい  
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（３面） 

質問事項 回答欄 

２０ 違反行為を行った理由

を教えて下さい 

 

 

 

 

 

 

２１ 法に基づく規制があっ

たことを知っていましたか 

 

 

 

２２ 是正の意志はあります

か 

 

 

 

２３ 是正の方法、時期等を

教えて下さい 

 

 

 

 

 

 

２４ その他（特に表明した

ことがあれば記入してくだ

さい） 

 

 

 

 

 

 

 

  以上の内容に相違ありません。 

 

      年  月  日 

住所               

氏名           印   
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第１０号様式（第７条関係） 

第     号 

年  月  日 

     様 

 

二本松市長          印   

 

是正指導通知書 

 

 下記の行為は、都市計画法第  条第  項の規定に違反していますので、直ちに下記

のとおり措置してください。 

なお、これに従わないときは、都市計画法第８１条第１項の規定により監督処分をする

場合がありますので申し添えます。 

記 

１ 違反の場所 

２ 違反行為 

３ 違反内容 

４ 是正指導の内容及び時期等 
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第１１号様式（第７条関係） 

年  月  日 

二本松市長 

 

住所              

氏名          印   

 

是正計画書 

 

 私は、    年  月  日付けで指導のあった、都市計画法第  条第  項の規

定に違反している行為については、下記のとおり是正します。 

 また、是正が完了した場合には、直ちに報告します。 

記 

１ 違反の場所 

２ 違反行為 

３ 違反内容 

４ 是正方法 

５ 是正内容 

６ 是正工程 

７ 是正完了期限      年  月  日までに是正します。 
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第１２号様式（第８条関係） 

第     号 

年  月  日 

     様 

 

二本松市長          印   

 

是正措置勧告書 

 

 あなたが、二本松市        の土地で行った開発行為は、都市計画法第  条

第  項の規定に違反しているので、都市計画法第８０条第１項の規定により、直ちに下

記のとおり措置することを勧告します。 

なお、この勧告に従わない場合には、都市計画法第８１条第１項の規定により監督処分

をする場合がありますので申し添えます。 

記 

１ 違反の場所 

２ 違反行為 

３ 違反内容 

４ 勧告する措置 

５ 勧告した措置の完了期限      年  月  日までに完了すること。 
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第１３号様式（第１１条関係） 

二本松市指令  第    号 

 

（令達先） 住所                

氏名                

 

 あなたが、二本松市        で行った（約    平方メートルの開発行為を

したことは・延べ面積約    平方メートルの     を建築・    したことは）

は、都市計画法第  条第  項の規定に違反しているので、都市計画法第８１条第１項

の規定に基づき、（下記の措置をとることを命ずる・     年  月  日付け    

 第   号の許可を取り消す）。 

 

      年  月  日 

 

二本松市長          印   

 

記 

１ 命ずる措置 

 

（１ 取り消す許可の内容） 

⑴ 開発区域に含まれる地域の名称及び面積 

二本松市 ㎡ 

⑵ 予定建築物等の用途及び面積 

 ㎡ 

 

２ 事由 

 

（教示） 

１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

６０日以内に、二本松市長に対して異議申立てをすることができます。なお、この処分

があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内であっても、この処分の日の翌

日から起算して１年を経過すると、異議申立てをすることができなくなります。 

２ この処分については、この処分（この処分について上記１の異議申立てをしたときは、

当該異議申立てに対する決定。以下同じ。）があったことを知った日の翌日から起算し

て６箇月以内に、二本松市を被告として（訴訟において二本松市を代表する者は、二本
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松市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、この処

分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、この処分の日の

翌日から起算して１年を経過すると、処分の取消しの訴えを提起することができなくな

ります。 
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第１４号様式（第１２条関係） 

← ８０㎝程度 →  

都市計画法による命令の公示 

 

１ （土地又は建物等の）所在地 

 

２ 命令を受けたものの氏名 

 

３ 違反行為の内容 

 

 この（土地又は建物等）は都市計画法に違反しているので    年  月  

日付で都市計画法第８１条第１項に規定に基づき     を命じたので、同条第

３項の規定により公示する。 

 

（注意） 

１ この標識を毀棄した者は、刑法第２５８条に規定する公文書毀棄罪で罰せられ

ます。 

２ この命令に違反した者は、罰せられることがあります。 

３     年  月  日に（水道事業管理者名・電気事業者名・ガス事業者名）

に対して（水道・電気・ガス）供給の申し込みの承諾を保留するよう要請してい

ます。 

       

※この標識は道路占用許可を得て設置しています。 

 

       年  月  日 

 

二本松市長           

 

 

↑

５

０

㎝

程

度

↓
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第１５号様式（第１３条関係） 

第     号 

年  月  日 

     様 

 

二本松市長          印   

 

水道等供給申込承諾保留依頼書 

 

下記により行われている行為は、都市計画法第  条第  項の規定に違反しており、

下記のとおり処分いたしましたので、当該土地・建物への（水道・電気・ガス）の供給の

申し込みがあった場合には、別に連絡するまでの間、承諾を保留するようお願いします。 

なお、この件について受付窓口等でトラブルが生じた場合には、本職で対応いたします

ので、申込者に対しては本職に問い合わせるようお伝え下さい。 

記 

１ 違反の場所（位置図添付） 

２ 違反者の住所・氏名 

３ 予定建築物の用途 

 

 

 



二本松市違反開発行為等事務処理要綱 

 

32/39 

 

第１６号様式（第１４条関係） 

二本松市指令  第    号 

 

（令達先） 住所                

氏名                

 

 都市計画法第８１条第１項の規定に基づき、    年  月  日付け  第  号

で、二本松市         の開発行為の                  を 

命じていたものであるが、違反が是正されたものと認めるので命令を解除する。 

 

      年  月  日 

 

二本松市長          印   
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第１７号様式（第１４条関係） 

第     号 

年  月  日 

     様 

 

二本松市長          印   

 

水道等供給申込承諾保留依頼解除通知書 

 

このことについて、    年  月  日付け   第   号により、下記の者に

対する（水道・電気・ガス）の供給の停止を依頼していたところですが、違反が是正され

ましたので、これを解除してください。 

記 

１ 違反の場所（位置図添付） 

２ 違反者の住所・氏名 

３ 予定建築物の用途 
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第
１
８
号
様
式
（
第
１
５
条
関
係
） 

告 
 

発 
 

状 

 

告
発
人 

住
所
・
官
職
・
氏
名 

 
 

 
 

 

被
告
発
人 

住
所
・
氏
名 

 
 

 
 

 
 

 

  

右
被
告
発
人
に
対
し
都
市
計
画
法
第 

 

条
第 

 

項
違
反
容
疑
に
よ
り
左
記
の
と
お
り
告
発
い
た
し

ま
す
。 

 

記 

 

一
、
違
反
事
実
（
具
体
的
に
） 

 

二
、
適
用
法 

 

三
、
参
考
事
項 

 

（
一
）
告
発
に
至
る
ま
で
の
経
過
及
び
措
置 

 

（
二
）
情
状
等
（
必
要
な
場
合
） 

 

（
三
）
添
付
書
類
（
現
地
写
真
、
命
令
書
写
し
、
図
面
等
） 

  
 

 
 

 

年 
 

月 
 

日 

  
 

 

右
告
発
人 

  
 

 
 

 

官
職
・
氏
名 

 

二
本
松
警
察
署
長 

様 
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第１９号様式（第１６条関係） 

第     号 

年  月  日 

     様 

 

二本松市長          印   

 

戒告書 

 

あなたが行った（行っている）下記の建築物の建築行為（用途変更行為・開発行為）は、 

都市計画法第  条第  項に違反していることから、    年  月  日付け   

  第   号により、是正（除去等）するよう命じましたが、いまだ履行されていませ

ん。 

したがって、行政代執行法第３条第１項の規定に基づき、当該義務の代執行を実施し、

これに要する費用は、あなたから徴収します。 

なお、代執行により現場に所在する物件及びその他の資材について損害が生じても、そ

の責任は一切負いませんので、念のため申し添えます。 

記 

１ 建築物等の場所 

２ 建築物等    用途   構造   規模   ㎡ 

 

（教示） 

１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

６０日以内に、二本松市長に対して異議申立てをすることができます。なお、この処分

があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内であっても、この処分の日の翌

日から起算して１年を経過すると、異議申立てをすることができなくなります。 

２ この処分については、この処分（この処分について上記１の異議申立てをしたときは、

当該異議申立てに対する決定。以下同じ。）があったことを知った日の翌日から起算し

て６箇月以内に、二本松市を被告として（訴訟において二本松市を代表する者は、二本

松市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、この処

分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、この処分の日の

翌日から起算して１年を経過すると、処分の取消しの訴えを提起することができなくな

ります。 
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第２０号様式（第１６条関係） 

第     号 

年  月  日 

     様 

 

二本松市長          印   

 

代執行令書 

 

あなたが行った（行っている）下記の建築物の建築行為（用途変更行為・開発行為）は、 

都市計画法第  条第  項に違反していることから、    年  月  日付け   

   第   号により、是正（除去等）するよう命じましたが、いまだ履行されていま

せん。 

したがって、行政代執行法第３条第２項の規定に基づき、下記のとおり代執行を実施す

ることを通知します。 

なお、代執行に要する費用は、あなたから徴収します。 

また、代執行により現場に所在する物件及びその他の資材について損害が生じても、そ

の責任は一切負いませんので、念のため申し添えます。 

記 

１ 代執行の対象物件 

 ⑴ 建築物等の場所  

 ⑵ 建築物等    用途   構造   規模   ㎡ 

２ 代執行の時期 

       年  月  日から    年  月  日（予定）まで 

３ 執行責任者 

４ 代執行に要する費用の概算見積額 

 

（教示） 

１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

６０日以内に、二本松市長に対して異議申立てをすることができます。なお、この処分

があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内であっても、この処分の日の翌

日から起算して１年を経過すると、異議申立てをすることができなくなります。 

２ この処分については、この処分（この処分について上記１の異議申立てをしたときは、

当該異議申立てに対する決定。以下同じ。）があったことを知った日の翌日から起算し
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て６箇月以内に、二本松市を被告として（訴訟において二本松市を代表する者は、二本

松市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、この処

分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、この処分の日の

翌日から起算して１年を経過すると、処分の取消しの訴えを提起することができなくな

ります。 
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第２１号様式（第１６条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

     様 

二本松市長          印   

 

代執行費用納付命令書 

 

    年  月  日付け   第   号の代執行令書による代執行に要した費用を

決定したので、行政代執行法第５条の規定に基づき、下記のとおり納入するよう命令しま

す。 

なお、指定した期日までに納入しないときは、国税滞納処分の例により徴収することが

ありますので、念のため申し添えます。 

記 

１ 納付期日     年  月  日まで 

２ 納付金額  金      円 

３ 納付方法   

４ 代執行日     年  月  日施行 

 

（教示） 

１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

６０日以内に、二本松市長に対して異議申立てをすることができます。なお、この処分

があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内であっても、この処分の日の翌

日から起算して１年を経過すると、異議申立てをすることができなくなります。 

２ この処分については、この処分（この処分について上記１の異議申立てをしたときは、

当該異議申立てに対する決定。以下同じ。）があったことを知った日の翌日から起算し

て６箇月以内に、二本松市を被告として（訴訟において二本松市を代表する者は、二本

松市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、この処

分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、この処分の日の

翌日から起算して１年を経過すると、処分の取消しの訴えを提起することができなくな

ります。 
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第２２号様式（第１６条関係） 

第     号 

年  月  日 

     様 

 

二本松市長          印   

 

要  請  書 

 

日頃から、二本松市政に対し、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、下記のとおり、都市計画法第  条第  項の違反者に対し都市計画法第８１条

第１項に基づく工事施行停止（除去等）を命令するに当たり、妨害行為等が予想されます

ので、警察官の派遣を下記のとおりお願いいたします。 

記 

１ 場所 

２ 建築主 

３ 要請事項 警察官の派遣（２名程度） 

４ 内容 工事施行停止（除去等）を命令するに当たり、妨害行為等事件発生を未然に防

ぐための現場立会い及び警備 

５ 派遣要請日 日時・時間を特定することができません。 

６ 派遣要請日を特定できない理由 

   二本松市      の土地について、現在、別紙の「写真」のように基礎部分の

工事が終了しており、今後、柱・屋根等を施工する工事に着手した時点で、都市計画法

第  条に抵触することとなり、この工事着手日が未定であるため｡ 

 

 


